
定
率
減
税
措
置
は
平
成
十
一
年
度
の
税
制
改
正

で
導
入
さ
れ
た
減
税
措
置
で
す
が
、
国
は
景
気
回

復
を
理
由
に
こ
の
減
税
措
置
を
廃
止
し
ま
し
た
。

減
税
前
の
税
額
が
同
一
の
場
合
、
実
際
の
納
税
額

は
左
図
の
と
お
り
増
え
ま
す
。

広報によど川 5 月号 （ 10

住民税が変わります

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲

国
の
三
位
一
体
の
改
革

（
①
補
助
金
の
削
減
、
②

地
方
交
付
税
の
見
直
し
、

③
税
源
移
譲
）
に
伴
い
、

国
か
ら
地
方
へ
税
源
が
移

譲
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

所
得
税
（
国
税
）
を
減
し
、

個
人
住
民
税
（
地
方
税
）

を
増
や
す
た
め
の
税
率
等

の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し

た
。こ

れ
に
よ
り
、
所
得
税

が
減
り
、
一
方
で
個
人
住

民
税
が
増
え
る
こ
と
と
な

り
ま
す
が
、
個
々
の
納
税

者
の
所
得
税
と
住
民
税
を

合
わ
せ
た
負
担
合
計
額

は
、
こ
の
税
源
移
譲
に
よ

っ
て
変
わ
ら
な
い
よ
う
に

様
々
な
調
整
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

個人住民税（所得割）の税率が
県民税：一律 ４％
町民税：一律 ６％　に改正されます

（詳細は広報12月号16ページをご覧下さ税
率
改
正

r�

r�

所得税�

住民税�

所得税�

住民税�

減�

増�

（改正後）　 　（改正前）�

合計の負担額は�
変わりません�

t�

t�

納税額�

納税額�

納税額�

税額�
控除�
15％�

税額�
控除�
7.5％�

（17年度）�

（18年度）�

（19年度）�

定 率 減
税

廃
止

（
注
意
）

実
際
の
税
額
は
、
税
率
の
改
正
や
定
率
減
税
の
廃
止
の
他
、
課

税
対
象
と
な
る
皆
さ
ん
の
収
入
の
増
減
な
ど
に
よ
り
変
わ
り
ま
す

の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

法
律
改
正
に
よ
り
、
個
人
住
民
税
（
所
得
割
分
）
が
六
月
に

課
税
さ
れ
る
十
九
年
度
分
か
ら
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

「
税
率
の
改
正
」
及
び
「
定
率
減
税
の
廃
止
」
に
伴
い
、
ほ
と
ん

ど
の
方
は
、
住
民
税
額
が
増
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
「
税
率
の
改
正
」
と
「
定
率
減
税
の
廃
止
」
に
つ
い
て

解
説
し
ま
す
。

お知らせ



旧
安
居
銅
山
へ
の
道
整
備
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

日
　
　
時

五
月
二
十
日
（
日
）
午
前
九
時
集
合

（
雨
天
の
場
合
は
五
月
二
十
七
日
）

集
合
場
所

安
居
渓
谷
宝
来
荘
前
駐
車
場
　

持

参

物

昼
食
、
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
軍
手
、
の
こ
ぎ
り
、

つ
る
は
し
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど

問
い
合
わ
せ

池
川
応
援
団
事
務
局

@
３
４
・
３
９
６
３
（
午
後
六
時
以
降
）

11 ） 広報によど川 5 月号

お知らせ

大切な命を守るために…
住宅用火災警報器を設置しましょう

消防法により、すべての住宅に火災警報器の
設置が義務付けられています。
新築住宅については、平成18年6月1日から設置

が必要となっており、既存住宅については平成23年

5月31日までに設置しなければなりません。
設置する場所は、寝室や階段などです。
住宅用火災警報器を設置することで、住宅火

災による死者数が約3分の1に減少しています
（平成17年中・消防庁調べ）。

購入の際には鑑定マークを目安に

警報器は、ホームセンター、家電販売店、ガ
ス機器店などで購入できま
す。
日本消防協会の鑑定マー

ク（ＮＳマーク）が着いて
いる物を目安にしてくださ
い。

悪質な訪問販売にご注意！
消防署や役場が、直接警報器を訪問販売をするこ

とはありません。不審に感じたらはっきりと断りま

しょう。

鑑定マーク

壁面用（左）と天井用（右）の住宅用火災警報器

商
業
統
計
調
査

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

六
月
一
日
、
商
業
統
計
調
査
が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。
全

国
の
卸
売
業
、
小
売
業
を
営
む
す
べ
て
の
事
業
所
が
調
査
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
商
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
国
や
都
道
府

県
・
市
区
町
村
に
お
け
る
商
業
の
振
興
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化

な
ど
流
通
産
業
施
策
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
国
の
重
要
な

調
査
で
す
。
提
出
さ
れ
た
調
査
票
を
、
統
計
上
の
目
的
以
外
に
使

用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

五
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
各
事
業
所
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

企
画
課
　
　
@
３
５
・
１
０
８
２

募
集
！

ご
寄
付
の
お
礼

◇
広
報
発
行

川
村
　
邦
博
様
（
加
古
川
市
）

黒
川
　
治
子
様
（
羽
曳
野
市
）

酒
井
　
　
誠
様
（
高
知
市
）

谷
本
　
義
雄
様
（
豊
田
市
）

谷
脇
　
岩
祐
様
（
高
知
市
）

種
田
　
初
子
様
（
高
知
市
）

西
村
　
修
一
様
（
堺
市
）

西
森
　
和
友
様
（
福
山
市
）

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
芳
志
を
あ
り
が
た
く
お
受
け

し
、
広
報
発
行
に
役
立
た
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

仁
淀
川
町
役
場

◇
社
会
福
祉
協
議
会

伊
藤
　
初
好
様
（
竹
ノ
谷
）

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
芳
志
を
あ
り
が
た
く
お
受
け

し
、
社
会
福
祉
事
業
に
役
立
た
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

仁
淀
川
町
社
会
福
祉
協
議
会



相談会助言者

療育福祉センター心理判定員

高知県・高知市病院企業団総合周産期母子医療セン

ター長　吉川清志先生、教育相談員

療育福祉センター心理判定員

高知県・高知市病院企業団総合周産期母子医療セン

ター長　吉川清志先生、教育相談員

療育福祉センター心理判定員

高知県・高知市病院企業団総合周産期母子医療セン

ター長　吉川清志先生、教育相談員

療育福祉センター心理判定員

予定日

５月15日（火）

６月12日（火）

７月31日（火）

10月２日（火）

11月６日（火）

平成20年

1月29日（火）

2月19日（火）

５月14日（月）

５月21日（月）

広報によど川 5 月号 （ 12

お知らせ

当
町
担
当
の
行
政
相
談
委
員
と
し
て
、
本

年
四
月
一
日
付
で
鈴
木
数
秋
さ
ん
、
片
岡
冨

士
子
さ
ん
、
片
岡
和
政
さ
ん
が
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。

行
政
相
談
委
員
は
総
務
大
臣
の
委

嘱
を
受
け
、
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の

相
談
を
お
聞
き
し
て
い
る
、
皆
さ
ん

の
身
近
な
民
間
有
識
者
の
方
で
す
。

委
員
は
、
①
国
の
仕
事
②
Ｊ
Ｒ
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
の
仕
事
③

県
や
市
町
村
が
国
の
補
助
を
受
け
て

行
っ
て
い
る
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
、

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意

見
・
要
望
な
ど
を
受
け
、
そ
の
解
決

や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

相
談
は
、
各
委
員
の
自
宅
で
受
け

付
け
る
ほ
か
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
公

共
施
設
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

（
日
程
は
四
月
号
広
報
に
掲
載
）

特
に
、
五
月
の
春
の
行
政
相
談
週
間
に
合

わ
せ
て
、
次
の
通
り
行
政
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

春の行政相談週間（5月21日～27日）

行政相談員

氏　名
鈴木　数秋
片岡冨士子
片岡　和政

住　所
土居甲1073-7
名野川90
森3184-2

電　話
３４・２５２８
３６・０１２７
３２・１８４９

場　所
中央公民館
池川保健福祉センター
仁淀多目的研修集会施設

10:00～15:00
10:00～15:00
10:00～15:00

日　時

春の行政相談週間中の相談日

困
っ
た
と
き
、�

　
迷
っ
た
と
き
は
行
政
相
談
へ
！�

病気や障害などにより、長期にわたって療育を必要とするお子さんや、心身の発達に不安や心配の
あるお子さんとそのご家族を対象にした療育相談会（つくしっこ相談会）が行われます。
参加をご希望の方は、本庁保健福祉課または各支所健康福祉課までお申し込みください。

申し込み・問い合わせ
本庁保健福祉課　　　　　@３５・０８８８
池川総合支所健康福祉課　@３４・２３２１
仁淀総合支所健康福祉課　@３２・１１３２

お子さんの成長・発達に関する相談会を行います�
療育相談会（つくしっこ相談会）�

時間・場所

午前9時～午後5時

（ただし、相談者の人数によって

変更となる場合があります）

中央西福祉保健所

佐川町甲1243-4

@２２・１２４９

相談会日程表



13 ） 広報によど川 5 月号

お知らせ
１．

七
十
歳
以
上
の
方
も
、
会
社

に
お
勤
め
の
場
合
に
は
、
老
齢

厚
生
年
金
の
全
額
ま
た
は
一
部

の
額
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す

七
十
歳
以
上
の
方
も
、
厚
生
年

金
の
適
用
事
業
所
に
お
勤
め
の
場

合
、
老
齢
厚
生
年
金
と
賃
金
の
合

計
額
が
四
十
八
万
円
を
上
回
る
と

き
は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
全
額
ま

た
は
一
部
の
額
が
支
給
停
止
と
な

り
ま
す
。

た
だ
し
昭
和
十
二
年
四
月
一
日

以
前
生
ま
れ
の
方
は
、
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

手
続
き

厚
生
年
金
の
適
用
事
業
所
の
事

業
主
は
、
七
十
歳
以
上
の
従
業
員

に
か
か
る
雇
用
、
退
職
ま
た
は
賃

金
等
に
関
す
る
届
け
書
を
、
社
会

保
険
事
務
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
本
人
か
ら
の
手
続
き
は
不
要
で

す
。

２．

今
す
ぐ
年
金
を
受
け
取
る
必

要
の
な
い
方
は
、
老
齢
厚
生
年

金
を
六
十
六
歳
以
降
に
増
額
し

て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す六
十
五
歳
か
ら
老
齢
厚
生
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
が
、

六
十
五
歳
か
ら
は
受
け
取
ら
ず

に
、
六
十
六
歳
以
降
に
支
給
の
繰

り
下
げ
の
申
し
出
を
し
た
場
合

は
、
そ
の
と
き
か
ら
増
額
さ
れ
た

老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

手
続
き

老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
を
繰
り

下
げ
て
増
額
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年

金
を
受
け
よ
う
と
さ
れ
る
方
は
、

所
定
の
請
求
書
を
社
会
保
険
事
務

所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

３．

離
婚
時
の
厚
生
年
金
等
の
分

割
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に

離
婚
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
婚
姻

期
間
中
の
厚
生
年
金
の
保
険
料
納

付
記
録
を
、
当
事
者
間
で
合
意
し

た
割
合
に
基
づ
き
分
割
す
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。

分
割
を
受
け
た
方
は
、
ご
自
身

の
支
給
開
始
年
齢
か
ら
、
分
割
後

の
厚
生
年
金
の
保
険
料
納
付
記
録

に
基
づ
く
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
老
齢
厚
生
年
金
を
受

給
す
る
た
め
に
は
、
ご
自
身
の
年

金
加
入
期
間
（
分
割
を
受
け
た
期

間
を
除
く
）
が
、
原
則
二
十
五
年

以
上
必
要
で
す
。

手
続
き

年
金
分
割
の
請
求
書
に
戸
籍
謄

本
や
分
割
割
合
を
定
め
た
必
要
書

類
を
添
付
し
て
社
会
保
険
事
務
所

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
当
事
者
の
合
意
ま
た
は
裁
判
手

続
き
に
よ
り
分
割
割
合
（
五

十
％
上
限
）
を
定
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
、

年
金
分
割
の
た
め
に
必
要
な
割

合
な
ど
に
関
す
る
情
報
提
供
を

行
っ
て
い
ま
す
。

※
年
金
分
割
は
、
原
則
と
し
て
離

婚
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
二
年

以
内
に
請
求
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

高
知
西
社
会
保
険
事
務
所

@
０
８
８
・
８
７
５
・
１
７
１
７

ご
注
意
く
だ
さ
い

年
金
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
年
金
制
度
の
改
正
が
、
順
次
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
九
年
四
月
か
ら
の
主
な
変
更
点
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

広 告



※減免申請に添付しなければならない書類

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
運転免許証の写し
車検証の写し（車検の必要のない軽自動車の場合は不要）
納税通知書
※提出期限　　納期限の7日前（5月24日）

問い合わせ 本庁税務課　　　　　@３５・１０８８
池川総合支所住民課　@３４・２１１３
仁淀総合支所住民課　@３２・１１１１

目的は問わない

障害者等の通学、通院、通所、
生業に使用する場合

目的は問わない

障害者等の通学、通院、通所、
生業に使用する場合

問わない

本人または生計を
一にする者

本　　人

問わない

区　　分

１８才未満の身体障害者

知的障害者
（療育手帳の交付を受けている方）

精神障害者（１級）

１８才以上の身体障害者

身体障害者用に構造に変更を加
えた軽自動車（８ナンバー）

広報によど川 5 月号 （ 14

お知らせ

身体障害者等の軽自動車税の減免
身体などに障害等がある方は申請することにより、軽自動車税が減免されます（自家用車に限る）。

本　　人

生計を一にする者

本　　人

生計を一にする者

問わない

減免に際しての要件
所有者 運転者 使用目的

新築・増改築・リフォーム・など
お気軽にご相談ください！

仁淀川町名野川大平101番地
TEL 0889－36－0727
TEL 0889－35－0967
FAX 0889－36－0732

広 告


